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住宅取壊し補助金を利用される皆様へ（施工業者さんへお伝えください。）

実績報告書に添付する写真の撮影方法

「木造住宅取壊し（耐震対策）」及び「老朽空き家除却（空き家対策）」の補助制度の実績報告書に添

付する写真は、着手前と完了の撮影場所が同じであることが確認できるように、隣家や道路など周辺風

景も撮影範囲に入れてください。

「木造住宅取壊し（耐震対策）」の場合は、取壊しの様子が確認できる写真も必要です。（下図参照）

道路

問い合わせ先

刈谷市建築課住生活係

電話 0566-62-1021


